
　　

（委員）

１番 橋 口 裕 二 ２番 長 友 順 子 ３番 新 垣 吉 男

４番 井 尻 惠 雄 ５番 湯　地　　二三夫 ６番 　森　　　信　幸

７番 河 野 博 子 ８番 山　下　　栄 ９番 杉 尾 英 敏

（農地利用最適化推進委員）

１０番 日 高 重 樹 １１番 佐 光 真 美 １２番 林 田 泰 代

１３番 黒 木 正 行 １４番 有　澤　　章 １５番 戸 髙 一 志

１６番 永 田 貞 義 １７番 河　野　　伊栄雄 １８番 樽 見 一 寛

５　議事日程

第１ 　　諸報告

第２ 　　会議録署名委員の指名

第３ 　　会期の決定

第４ 議案第２７号 空き住宅に付随した農地指定の承認について

第５ 議案第２８号 農地法第３条の規定による申請の許可について
第６ 議案第２９号 農地法第４条の規定による申請の承認について
第７ 議案第３０号 農地法第５条の規定による申請の承認について
第８ 議案第３１号 農用地利用集積計画（所有権移転）の決定について
第９ 議案第３２号 農用地利用集積計画（利用権設定）の決定について

第１０ 議案第３３号 農地移動適正化あっせんを行うについて
第１１ 議案第３４号 非農地証明願の承認について
第１２ 議案第３５号 令和３年度の目標及びその達成に向けた点検・評価

（案）について
第１３ 議案第３６号 令和４年度最適化活動の目標の設定（案）について
第１４ 　　その他（合意解約、行事予定）

８番 山　下　　栄 ９番 杉 尾 英 敏

事務局長 三 好 益 夫 局長補佐 岩 切 拓 也 係　長 川 崎 恵 美

主　査 別　宮　　愛

川南町農業委員会　総会議事録

１　日　　時 令和４年６月３０日（木） 開会　　午前　　９時００分

閉会　　午前　１０時３０分

６　会議録署名委員

７　職務のため出席した者の氏名

２　場　　所

３　出席委員

４　欠席委員　　　　　

川南町役場　議員控室
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項目 発言者 内容

あいさつ 議長 皆様、おはようございます。
それでは、６月の定例総会を始めます。

諸報告 議長 【日程第 １】　「諸報告」を議題とします。諸報告を局長が行
います。

局長 議長、局長。
それでは、５月の諸報告をさせて頂きます。

７日、井尻 惠雄委員、山下 栄委員、佐光 真美委員が出席
し、椎原地区にて双日ハコヤナギ候補地現地視察が実施さ
れました。

１０日、農家相談日でした。
後ほど、担当委員の御報告をお願いします。

２１日、農業会議との意見交換会が開催され、会長が出席さ
れました。

２２日、４・５条現地調査検討会、第３小委員会を開催しまし
た。
２４日、宮崎県農業会議通常総会が宮崎県トラック協会にて
開催され、会長が出席されました。
２９日、川南町有害鳥獣対策協議会総会が第５会議室にて
開催され、会長が出席されました。
本日、６月定例総会であります。

午後、非農地判断現地調査（第１小委員会）を開催いたしま
す。

以上でございます。

報告

農家相談 議長 農家相談について、担当委員の報告をお願いします。

４番 議長、４番。
６月１０日、午前９時より１４番委員と役場第３会議室で農家
相談を行いました。相談件数は、０件でした。

議長 諸報告が終わりましたが、承認することでよろしいでしょうか。

（異議なしの声）

議長 諸報告は、承認することといたします。

会議録署名
委員指名

議長 【日程第 ２】　「会議録署名委員の指名」でございますが、本
日は、８番　山下　栄委員、９番　杉尾　英敏委員を指名い
たします。

会期の決定 議長 【日程第 ３】　「会期の決定」でございますが、本日１日限りと
したいと思いますが、御異議はありませんか。

川南町農業委員会　６月定例総会
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　６月定例総会

（異議なしの声）

議長 本日１日限りといたします。

3



項目 発言者 内容

議案第２７号 議長 【日程第 ４】 　議案第２７号
空家 「空き住宅に付随した農地指定の承認について」　を議題と

いたします。提案理由の説明を局長が行います。

提案理由 局長 議長、局長。

議案第２７号

「空き住宅に付随した農地指定の承認について」　その提案
理由の説明を申し上げます。

本議案の申請件数は、１件でございます。

申請人、地番、地目、地積及び当該空き住宅は別紙記載の
とおりでございます。

担当委員の補足説明を頂きまして、御審議の上、御承認い
ただきます様、よろしくお願い申し上げます。

議長 提案理由の説明が終わりました。
担当委員の補足説明を頂き、審議を進めてまいります。

１号。

１号
補足説明

１１番 議長、１１番。
１号について補足説明いたします。内容は、記載のとおりで
す。

場所は、川南駅の向かい側に位置し、家と裏手の山に囲ま
れた農地になります。所有者の方は、別の土地に家を建て
ており空き住宅になっていました。申請農地の区分は、農業
公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農
地のため、第2種農地と判断されます。川南町空き住宅に付
随した農地の別段面積取扱要綱第４条第1号の適用条件の
空き住宅に付随した農地が遊休化している又は遊休化する
おそれがあり、かつ、当該農地等の周辺の農地の農業上の
効率的かつ総合的な利用の確保に影響を与えないと判断さ
れます。調査しましたが、何ら疑義な点はございませんでし
た。ご審議よろしくお願いします。

議長 1号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
1号については、承認する事にいたします。

川南町農業委員会　６月定例総会
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項目 発言者 内容

議案第２８号 議長 【日程第 ５】　議案第２８号
３条許可 「農地法第３条の規定による申請の許可について」　を議題

といたします。提案理由の説明を局長が行います。

提案理由 局長 議長、局長。
議案第２８号
「農地法第３条の規定による申請の許可について」　その提
案理由の説明を申し上げます。
本議案の許可申請件数は、３件でございます。
申請人、該当農地及び耕作する者の農業経営状況は、別
紙記載のとおりでございます。

担当委員の補足説明を頂きまして、御審議の上、申請案件
に対する、農地法第３条許可の御決定を頂きます様、よろし
くお願い申し上げます。

議長 提案理由の説明が終わりました。
担当委員の補足説明を頂き、審議を進めてまいります。

１号。

１号
補足説明

５番 議長、５番。
１号について補足説明いたします。
内容は記載のとおりです。譲受人は、５条の議案で出できま
すが、自分の農地の一部を売り、譲渡人も規模拡大はして
いるのですが、この農地は飛び地となっているため地続きの
譲受人が買うものです。農地法第３条第２項の各号に該当し
ないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。

調査いたしましたが何ら疑義な点はございません。よろしく
御審議方お願いいたします。

議長 １号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
１号については、許可する事にいたします。

次に、２号。

２号
補足説明

４番 議長、４番。
２号について補足説明いたします。

内容は記載のとおりです。貸人は、借り人の法人の代表の
母親になります。農地法第３条第２項の各号に該当しないた
め、許可要件のすべてを満たしていると考えます。

川南町農業委員会　６月定例総会
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　６月定例総会

調査いたしましたが何ら疑義な点はございません。よろしく
御審議方お願いいたします。

議長 解除条件付となっていますが。

事務局 議長、事務局。
借り人は、農地所有適格法人ではありません。会社経営とし
て農業は登録されていますので、耕作をしない場合はこの
契約を解除するという条件付きの契約を結ぶことになりまし
た。

議長 ２号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
２号については、許可する事にいたします。

次に、３号。

３号
補足説明

４番 議長、４番。
３号について補足説明いたします。

内容は記載のとおりです。２号と同じですが、こちらは代表が
法人に貸すものです。農地法第３条第２項の各号に該当し
ないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。

調査いたしましたが何ら疑義な点はございません。よろしく
御審議方お願いいたします。

議長 ３号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
３号については、許可する事にいたします。
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項目 発言者 内容

議案第２９号 議長 【日程第 ６】 　議案第２９号
４条承認 「農地法第４条の規定による申請の承認について」　を議題

といたします。提案理由の説明を局長が行います。

提案理由 局長 議長、局長。
議案第２９号
「農地法第４条の規定による申請の承認について」　その提
案理由の説明を申し上げます。
本議案の、承認申請件数は、３件でございます。
申請人、該当農地、用途及び施設の概要計画は、別紙記
載のとおりでございます。
調査担当第３小委員会の委員長報告並びに担当委員の補
足説明を頂きまして、御審議の上、御承認いただきます様、
よろしくお願い申し上げます。

議長 提案理由の説明が終わりました。
調査担当、第３小委員会の委員長報告を求めます。

委員長報告 ９番 議長、９番。
第３小委員会の委員長報告を行います。
６月２２日午前９時より、第３会議室にて事務局からの説明を
受けた後、現地確認を行いました。今回３件ありますが、３件
ともに始末書条件で許可相当を判断しました。内容につい
ては、担当委員の補足説明を受けて御審議ください。

議長 第３小委員会の委員長報告が終わりましたので、担当委員
の補足説明を受けて審議を進めてまいります。

１号。

１号
補足説明

１５番 議長、１５番。
１号について補足説明いたします。

内容は記載のとおりです。相続をする際に、農業用倉庫が
農地に建っていることが判明したための申請になります。申
請地の農地区分は、農業振興地域整備計画において、農
用地等として利用すべきとして定められた農地という理由か
ら農用地区域内農地と判断されますが、農用地利用計画に
おいて指定された用途に供する場合であるため立地基準を
満たし、かつ一般基準を満たすため許可相当と判断されま
す。始末書の提出もありますので追認できると思います。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。ご審議よろ
しくお願いいたします。

川南町農業委員会　６月定例総会
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　６月定例総会

議長 １号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。
ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
１号については、承認する事にいたします。

次に、２号。

２号
補足説明

１３番 議長、１３番。
２号について補足説明いたします。
内容は記載のとおりです。道路から住宅に入る進入路がそ
こしかなく、それが畑になっていて、そこに農業用倉庫も
建っている状態です。申請地の農地区分は、集団的に存在
する農地その他良好な営農条件を備えているため第１種農
地と判断されますが、既存の施設の拡張であり、拡張に係る
部分の敷地の面積が既存の施設の面積の2分の1を超えな
いものであります。始末書の提出もありますので追認できると
思います。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。ご審議よろ
しくお願いいたします。

議長 ２号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
２号については、承認する事にいたします。

次に、３号。

３号
補足説明

７番 議長、７番。
３号について補足説明いたします。

内容は記載のとおりです。ここには昔牛舎や運動場があっ
て、牛をやめた際に垣根を作られたということでした。申請地
の農地区分は、集団的に存在する農地その他良好な営農
条件を備えているため第１種農地と判断されますが、既存の
施設の拡張であり、拡張に係る部分の敷地の面積が既存の
施設の面積の2分の1を超えないもので許可できると思いま
す。始末書の提出もありますので追認できると思います。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。ご審議よろ
しくお願いいたします。

議長 ３号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　６月定例総会

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
３号については、承認する事にいたします。
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項目 発言者 内容

議案第３０号 議長 【日程第 ７】 　議案第３０号
５条承認 「農地法第５条の規定による申請の承認について」　を議題

といたします。提案理由の説明を局長が行います。

提案理由 局長 議長、局長。

議案第３０号

「農地法第５条の規定による申請の承認について」　その提
案理由の説明を申し上げます。

本議案の承認申請件数は、６件でございます。
申請人、該当農地、用途及び施設の概要計画は、別紙記
載のとおりでございます。

調査担当第３小委員会の委員長報告並びに担当委員の補
足説明を頂きまして、御審議の上、御承認いただきます様、
よろしくお願い申し上げます。

議長 提案理由の説明が終わりました。
調査担当、第３小委員会の委員長報告を求めます。

委員長報告 ９番 議長、９番。
第３小委員会の委員長報告を行います。
同じく６月２２日午前９時より、第３会議室にて事務局からの
説明を受けた後、現地確認を行いました。こちらも１，２，３号
は始末書条件付きで、４，５，６号については、許可相当を判
断しました。内容については、担当委員の補足説明を受け
て御審議ください。

議長 第３小委員会の委員長報告が終わりましたので、担当委員
の補足説明を受けて審議を進めてまいります。

１号。

１号
補足説明

６番 議長、６番。
１号について補足説明いたします。
内容は記載のとおりです。ほかの畑は２月か３月の総会で売
買が成立しました件で、この農地には農業倉庫が建ってい
たために、分筆をして横の宅地と一緒に買いますと上がって
きたものです。申請地の農地区分は、農業公共投資の対象
となっていない小集団の生産性の低い農地であることから第
２種農地と判断されます。申請地に代えて周辺の他の土地
を供することにより、当該申請に係る事業の目的を達成する
ことができないと認められる場合であるため、不許可の例外
と判断されます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。ご審議よろ
しくお願いいたします。

川南町農業委員会　６月定例総会
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　６月定例総会

議長 １号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
１号については、承認する事にいたします。

次に、２号。

２号
補足説明

１７番 議長、１７番。
２号について補足説明いたします。

内容は記載のとおりです。渡し人は両親が亡くなって相続し
たのですが、高鍋町に住まわれているので、家を空き家バン
クに登録して買い手を探していたところ、受人が買うというこ
とで手続きを進めていく際に畑の中に倉庫があるということが
わかって今回の申請になっています。申請地の農地区分
は、集団的に存在する農地その他良好な営農条件を備えて
いるため第１種農地と判断されますが、既存の施設の拡張
であり、拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の面積
の2分の1を超えないものであるため、立地基準を満たし、か
つ一般基準を満たすため許可相当と判断されます。。始末
書の提出もありますので追認できると思います。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。ご審議よろ
しくお願いいたします。

議長 ２号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
２号については、承認する事にいたします。

次に、３号。

３号
補足説明

１２番 議長、１２番。
３号について補足説明いたします。

11



項目 発言者 内容

川南町農業委員会　６月定例総会

内容は記載のとおりです。受人は、渡し人の義理の息子さん
です。隣接地に家を建てる計画をしているときに、敷地内の
倉庫が農地に入っていることが分かったそうです。申請地の
農地区分は、住宅その他申請に係る土地の周辺の地域に
おいて居住する者の日常生活又は業務上必要な施設で、
集落に接続して設置されるものであり、第1種農地以外の周
辺の土地に設置することによってはその目的を達成すること
ができないと認められる場合であるため、立地基準を満た
し、かつ一般基準を満たすため許可相当と判断されます。
始末書の提出もありますので追認できると思います。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。ご審議よろ
しくお願いいたします。

議長 ３号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
３号については、承認する事にいたします。

次に、４号。

４号
補足説明

１３番 議長、１３番。
４号について補足説明いたします。
内容は記載のとおりです。受人は、渡し人の娘さんです。申
請地の農地区分は、、集団的に存在する農地その他良好な
営農条件を備えているため第１種農地と判断されますが、住
宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する
者の日常生活又は業務上必要な施設で、集落に接続して
設置されるものであり、第1種農地以外の周辺の土地に設置
することによってはその目的を達成することができないと認め
られる場合であるため、立地基準を満たし、かつ一般基準を
満たすため許可相当と判断されます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。ご審議よろ
しくお願いいたします。

議長 ４号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
４号については、承認する事にいたします。

次に、５号。
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　６月定例総会

５号
補足説明

５番 議長、５番。
５号について補足説明いたします。

内容は記載のとおりです。受人は駐車場に転用するのです
が、排水の問題がありまして、道路の排水に流すとはけ切ら
ないため、５０ⅿくらい北側の排水路まで排水管をいけて排
水するそうです。申請地の農地区分は、集団的に存在する
農地その他良好な営農条件を備えているため第１種農地と
判断されますが、既存の施設の拡張であり、拡張に係る部
分の敷地の面積が既存の施設の面積の2分の1を超えない
ものであるあるため、許可相当と判断されます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。ご審議よろ
しくお願いいたします。

議長 ５号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
５号については、承認する事にいたします。

次に、６号。

６号
補足説明

１５番 議長、１５番。
６号について補足説明いたします。

内容は記載のとおりです。賃貸借で中古車展示場を作ると
いう申請です。申請地の農地区分は、農業公共投資の対象
となっていない小集団の生産性の低い農地のため第２種農
地と判断されます。申請地に代えて周辺の他の土地を供す
ることにより、当該申請に係る事業の目的を達成することが
できないと認められる場合であるため、立地基準を満たし、
かつ一般基準を満たすため許可相当と判断されます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。ご審議よろ
しくお願いいたします。

議長 ６号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。
ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
６号については、承認する事にいたします。
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項目 発言者 内容

議案第３１号 議長 【日程第 ８】 　議案第３１号

集積（所有権 「農用地利用集積計画（所有権移転）の決定について」　を
議題といたします。提案理由の説明を局長が行います。

提案理由 局長 議長、局長。

議案第３１号

「農用地利用集積計画(所有権移転)の決定について」　そ
の提案理由の説明を申し上げます。

この議案は、農業経営基盤強化促進法、第１８条第１項の規
定により、別紙、農用地利用集積計画の決定を求めるもの
でございます。

本案件の申請件数は、１件でございます。

申請人、該当農地、所有権移転の内容及び耕作する者の
農業経営状況は、別紙記載のとおりでございます。

担当委員の補足説明を頂きまして、御審議の上、設定され
た集積計画の御決定を頂きます様、よろしくお願い申し上げ
ます。

議長 提案理由の説明が終わりました。

担当委員の補足説明を受けて審議を進めていきます。

１号。

１号
補足説明

１６番 議長、１６番。
１号について補足説明いたします。
内容は、記載のとおりです。この農地は埋却地です。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。ご審議よろ
しくお願いします。

議長 １号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
１号については、決定する事にいたします。

川南町農業委員会　６月定例総会
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項目 発言者 内容

議案第３２号 議長 【日程第 ９】 　議案第３２号
集積（利用権 「農用地利用集積計画（利用権設定）の決定について」　を

議題といたします。提案理由の説明を局長が行います。

提案理由 局長 議長、局長。

議案第３２号

「農用地利用集積計画（利用権設定）の決定について」　そ
の提案理由の説明を申し上げます。

この議案は、農業経営基盤強化促進法、第１８条第１項の規
定により、別紙、農用地利用集積計画の決定を求めるもの
でございます。

本案件の申請件数は、６号が取下げとなっていますので、５
件でございます。

申請人、該当農地、設定する利用権及び借り手の経営状況
は、別紙記載のとおりでございます。

担当委員の補足説明を頂きまして、御審議の上、設定され
た集積計画の御決定を頂きます様、よろしくお願い申し上げ
ます。

議長 提案理由の説明が終わりました。
担当委員の補足説明を受けて審議を進めていきます。

１号。

1号
補足説明

９番 議長、９番。
１号について補足説明いたします。
内容は、記載のとおりです。中間管理事業によるものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 １号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
１号については、決定する事にいたします。

次に、２号。

２号
補足説明

９番 議長、９番。
２号について補足説明いたします。

内容は、記載のとおりです。中間管理事業によるものです。

川南町農業委員会　６月定例総会
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　６月定例総会

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 ２号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
２号については、決定する事にいたします。

次に、３号。

３号
補足説明

１８番 議長、１８番。
３号について補足説明いたします。
内容は、記載のとおりです。中間管理事業によるものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 ３号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。
ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
３号については、決定する事にいたします。
次に、４号。

４号
補足説明

８番 議長、８番。
４号について補足説明いたします。
内容は、記載のとおりです。貸し手、借手は親子で、中間管
理事業によるものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。
調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 ４号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
４号については、決定する事にいたします。
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　６月定例総会

次に、５号。

５号
補足説明

６番 議長、６番。
５号について補足説明いたします。

内容は、記載のとおりです。借り手は、トレーニングハウスの
卒業生で、中間管理事業によるものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 ５号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
５号については、決定する事にいたします。
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項目 発言者 内容

議案第３３号 議長 【日程第 １０】　議案第３３号
あっせん 「農地移動適正化あっせんを行うについて」　を議題といたし

ます。
提案理由の説明を局長が行います。

提案理由 局長 議長、局長。

議案第３３号

「農地移動適正化あっせんを行うについて」　その提案理由
を説明申し上げます。

本議案は、農地移動適正化あっせん事業により、農地の売
買あっせんを行うものでございます。

あっせん申し出件数は、１件でございます。

譲渡人のあっせん理由は、別紙によるもので、買受希望者
は、規模拡大でございます。申請人及び該当農地は、別紙
記載のとおりでございます。

担当委員の補足説明を頂きまして、御審議の上あっせんを
行うべきか否かの御決定を頂き、あっせんを行う場合は、
あっせん委員の指名をして頂きます様、よろしくお願い申し
上げます。

議長 提案理由の説明が終わりました。
担当委員の補足説明をいただき審議を進めてまいります。

１号。

1号
補足説明

１２番 議長、１２番。
１号について補足説明いたします。
長く売りに出していて、なかなか買い手が見つからなかった
のですが、この度、公社を通しての特例事業による売買にな
ります。

議長 1号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
1号については、あっせんする事にいたします。

議長 あっせん委員の指名を行います。
　※　行事予定の配布後、あっせん委員の指名。

川南町農業委員会　６月定例総会
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項目 発言者 内容

議案第３４号 議長 【日程第 １１】　議案第３４号
非農地証明 「非農地証明願いの承認について」　を議題といたします。

提案理由の説明を局長が行います。

提案理由 局長 議長、局長。

議案第３４号
「非農地証明願いの承認について」　その提案理由を説明
申し上げます。

本案件の申請件数は、２件でございます。

申請地の所在、地番、地目及び地積は、別紙記載のとおり
であります。

調査担当第３小委員会の委員長報告並びに担当委員の補
足説明を頂きまして、御審議の上、御承認いただきます様、
よろしくお願い申し上げます。

議長 提案理由の説明が終わりました。
調査担当、第３小委員会の委員長報告を求めます。

委員長報告 ９番 議長、９番。
現地調査検討会の報告を行います。
同じく６月２２日午前９時より、第３会議室にて事務局からの
説明を受けた後、現地確認を行いました。１，２号とも原野化
していまして、許可相当を判断しました。内容については、
担当委員の補足説明を受けて御審議ください。

議長 第３小委員会の委員長報告が終わりましたので、担当委員
の補足説明を受けて審議を進めてまいります。

１号。

１号
補足説明

１１番 議長、１１番。
１号について補足説明いたします。

内容は、記載のとおりです。地目は田ですが原野になって
いて、申請人も譲り受けて、農業をされていない方です。申
請地は、農業振興地域整備計画における農用地区域内で
はなく、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い
農地であり １０年以上耕作放棄され、将来的にも農地として
使用することが困難であることから農地でないと判断されま
す。
調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 １号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

川南町農業委員会　６月定例総会
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項目 発言者 内容
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ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
１号については、承認する事にいたします。

次に、２号。

２号
補足説明

１１番 議長、１１番。
２号について補足説明いたします。

内容は、記載のとおりです。先ほど申請のあった空き住宅の
家の裏にある農地になります。行くのに石段を上っていかな
いといけない状態です。申請地は、農業振興地域整備計画
における農用地区域内ではなく、農業公共投資の対象と
なっていない生産性の低い農地であり １０年以上耕作放棄
され、将来的にも農地として使用することが困難であることか
ら農地でないと判断されます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 ２号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
２号については、承認する事にいたします。
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項目 発言者 内容

議案第３５号 議長 【日程第 １２】 　議案第３５号

「令和３年度の目標及びその達成に向けた点検・評価（案）
について」

議案第３６号 【日程第 １３】 　議案第３５号

「令和４年度最適化活動の目標の設定（案）について」　を一
括して議題といたします。提案理由の説明を局長が行いま
す。

提案理由 局長 議長、局長。

議案第３５号　「令和３年度の目標及びその達成に向けた点
検・評価（案）について」

議案第３６号　「令和４年度最適化活動の目標の設定（案）に
ついて」　その提案理由の説明を申し上げます。

「令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評
価」につきましては、平成２１年１月２３日付２０経営第５７９１
号農林水産省経営局長通知「農業委員会の適正な事務実
施」に基づき公表を行うこととなっております。

また、「令和４年度最適化活動の目標の設定」については、
令和４年２月２日付３経営第２５８４号農林水産省経営局長
通知「農業委員会による最適化活動の推進等について」に
基づき公表を行うこととなっております。

事務局から内容について説明を受けて、御審議の上、御承
認いただきます様、よろしくお願い申し上げます。なお、御
承認頂きましたら「令和３年度の目標及びその達成に向けた
活動の点検・評価」及び「令和４年度最適化活動の目標の
設定」の公表を行います。

議長 提案理由の説明が終わりました。
事務局から内容の説明をお願いします。

議案第３５号
議案第３６号
補足説明

事務局 議長、事務局。
「令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評
価」及び「令和４年度最適化活動の目標の設定」について説
明いたします。

川南町農業委員会　６月定例総会
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内容は、記載のとおりです。
提案理由にもありました通り、昨年までは目標及びその達成
に向けた活動計画と点検・評価という形で作成、公表してお
りましたが、令和４年２月の農林水産省局長通知により今年
度から最適化活動の目標の設定として作成することになりま
した。内容としては担い手への農地集積状況、遊休農地の
解消状況、新規参入者の状況と同じ項目もあるのですが、３
１ページの最適化活動の活動目標が新たに追加されまし
た。議案第３５号の点検・評価についてはご確認いただい
て、議案第３６号の令和４年度最適化活動の目標の設定等
について説明いたします。２９ページは現在の農業委員会
の状況になっております。

３０ページからご説明します。農地の集積では、令和３年度
末で川南町の集積率は６０．８％です。国の目標は、令和５
年度までに集積率を８０％となっていて、２０％ほど伸ばさな
いといけないのですが、令和４年度は、５％ほど集積率アッ
プを目標としています。遊休農地の解消では、昨年の調査
結果、緑区分が１５.３㏊、黄区分が３１.７㏊です。解消目標
面積は緑区分の５分の１の面積ですので３.１㏊です。黄区
分の解消につきましては、記載のとおり今後県等と協議して
いきたいと思います。新規参入の促進は、平成２８，２９，３０
年度の権利移動面積の平均の１割で１１.４㏊を目標としてい
ます。こちらは新規参入者へ農地を貸付けても良いと言わ
れた農地の目標面積になります。最適化活動の活動目標、
活動を行う日数目標は１人当たり月に７日と設定しておりま
す。5月の総会で活動記録の記入をお願いしました件です。
国は１０日を目標にあげていますが現実的には7日かなと考
えています。活動強化月間の設定につきましては、年３回は
設定をとのことですので新規参入の促進、遊休農地の解
消、農地の集積を設定しています。新規参入相談会への参
加目標も設定しないといけないのですが、なかなか設定が
厳しくて町単独の相談会や県外での相談会の参加も難しい
ので、県の農業振興公社が行う予定の宮崎就農相談会を設
定しています。補足説明は以上です。

議長 議案第３５号及び議案第３６号について、事務局の説明が終
わりました。５月３１日に全国農業委員会会長大会に行って
きたのですが、その大会の中でもこういった内容が示され
て、委員の活動については、普段の行っている活動を些細
なことでもつけていく必要があると感じました。御意見、御質
問は、ございませんか。

１５番 議長、１５番。
活動目標の日数が７日となっていますが、時間は１日８時間
の７日ですか。１０分でも１日ですか。
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事務局 議長、事務局。
農業会議の説明でも、立ち話等で農地の話をしたり、農地の
見回りも１日とカウントできるということですので、そういったこ
とを積み上げていくと目標の７日は達成できると思います。

ほかにありませんか。ないようですので、採決いたします。議
案第３５号及び議案第３６号に賛成委員の挙手を求めます。

議長 全員賛成と認めます。
議案第３５号及び議案第３６号については、承認する事にい
たします。
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その他 議長 【日程第 １４】　「その他」となっています。
何かありませんか。

合意解約 事務局 議長、事務局。
「合意解約」　について、報告いたします。

解約については、売買のためが３件、借り手の都合が２件の
計５件となります。

議長 「合意解約」について、報告がありました。
他に何かありませんか。

行事予定 事務局 議長、事務局。
「７月の行事予定」　について、報告いたします。

議長 「７月の行事予定」について、報告がありました。
他に何かありませんか。

議長 他に何かありませんか。

議長 すべての議事日程が終了しましたので、以上をもちまして、
令和４年６月の定例総会を閉会いたします。御苦労様でし
た。

川南町農業委員会　６月定例総会
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署　　名　　委　　員

この会議録の内容については、正確であることをここに認め、署名いたします。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

８番

９番
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